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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボトル、缶、袋又はそれらと同等の容器（２）に液体の充填物を充填するための充填機
械であって、垂直な機械軸の周りを巡回駆動可能なローター又はローター区間（１，１ａ
，１ｂ）に複数の充填部品（３）が配備されており、それらの充填部品は、それぞれ液体
の充填物を充填すべき容器（２）に制御して排出するための排出口を有するとともに、充
填物を移送する構成部品から成る充填物経路の一部であり、各排出口が、ローター又はロ
ーター区間（１，１ａ，１ｂ）上に配備された充填物タンク（６）と繋がっている充填機
械において、
　充填物タンク（６）と排出口の間における充填物経路の充填物と接触する面全体が、充
填物タンク（６）及び充填部品（３）を支持する、ローター又はローター区間（１，１ａ
，１ｂ）の部品よりも耐腐食性の高い材料から製作されていることと、
　充填物タンク（６）が、支持構造によって、ローター（１，１ｂ）と固定されているこ
とと、
　この支持構造が、機械軸の周りに分散された、形状、容積及び材料が同じである複数の
支持部品（１８，２２）から構成されていることと、
　これらの支持部品 (１８, ２２）の熱膨張率が一様であることと、
　各充填物経路が、少なくとも部分的に、温度変化による長さ変化を補償する手段として
の充填物タンク（６）の接続ソケット（５）と繋がる充填物用パイプ（４）から構成され
ており、各充填物用パイプ（４）が、長さ変化を補償するために、接続ソケット（５）内
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において、密閉されているが、軸方向にスライド可能な形で収容されていることと、
を特徴とする充填機械。
【請求項２】
　充填物タンク（６）及びそのタンクを充填部品（３）と接続するパイプ（４）は、それ
らの充填物と接触する面を専ら耐腐食性の高い材料から製作されていることを特徴とする
請求項１に記載の充填機械。
【請求項３】
　充填部品（３）内に形成された、それぞれ排出口を備えた液体流路は、少なくともその
充填物と接触する面を専ら耐腐食性の高い材料から製作されていることを特徴とする請求
項１又は２に記載の充填機械。
【請求項４】
　充填物を移送する構成部品の中の少なくとも幾つかが、耐腐食性の高い材料から製作さ
れていることを特徴とする請求項１から３までのいずれか一つに記載の充填機械。
【請求項５】
　耐腐食性の高い材料が、耐腐食性の高い鋼鉄、例えば、特殊鋼であり、有利には、１．
４４０４又は１．４５７１クラスの特殊鋼であることを特徴とする請求項１から４までの
いずれか一つに記載の充填機械。
【請求項６】
　少なくとも充填部品（３）と充填物タンク（６）を支持するローター区間（１，１ａ，
１ｂ）及び／又はローター又はローター区間（１，１ａ，１ｂ）上に充填物タンク（６）
を支持する支持構造が、充填物と接触する面の材料と比べて耐腐食性の劣る材料を用いて
実現されていることを特徴とする請求項１から５までのいずれか一つに記載の充填機械。
【請求項７】
　ガス状及び／又は霧状の媒体及び／又は真空用の少なくとも一つのリング状流路（１５
，１６，２０）が、ローターに構成されていることと、この少なくとも一つのリング状流
路（１５，１６，２０）が、充填物と接触する面の材料と比べて耐腐食性の劣る材料を用
いて実現されていることとを特徴とする請求項１から６までのいずれか一つに記載の充填
機械。
【請求項８】
　当該の充填物と接触する面の材料と比べて耐腐食性の劣る材料が、鋼鉄、例えば、１．
４３０１クラスの鋼鉄であることを特徴とする請求項１から７までのいずれか一つに記載
の充填機械。
【請求項９】
　充填物（６）を支える支持部品（１８）が、インバー材料から構成されていることを特
徴とする請求項１から８までのいずれか一つに記載の充填機械。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１又は３の上位概念にもとづく充填機械に関する。
【背景技術】
【０００２】
　充填機械も、巡回構造形式の充填機械も、様々な実施形態で知られている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の課題は、機能性を改善した充填機械を提示することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この課題を解決するために、充填機械を請求項１又は３にもとづき構成する。
【０００５】
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　本発明の一つの特徴では、各充填部品の排出口と充填物タンクの間を延びる各充填物経
路の充填物と接触する面全体、この場合、そのような充填物経路を構成する（以下におい
て、充填物を移送する部品とも称する）部品の全ては、非常に高品質で、充填物に適した
、特に、充填物及び使用する洗浄剤及び／又は殺菌剤にも耐える材料から製作される、特
に、耐腐食性の高い材料、例えば、高品質な鋼鉄、或いは１．４４０４又は１．４５７１
クラスの特殊鋼から製作される。それに対して、特に、充填部品、充填物タンク及び充填
機械のその他の機能部品を支持する、ローター又はローター区間の部品を製作するために
、「標準的な」或いは充填物を移送する部品の材料と比べて品質の劣る、市場で入手可能
なずっと安価な鋼鉄、例えば、１．４３０１クラスの鋼鉄を使用する。そして、例えば、
ローターに形成されたガス流路及び真空流路も、そのような材料を用いて実現される。
【０００６】
　本発明の別の特徴では、充填物タンクは、支持構造によって、ローターと固定され、そ
の支持構造は、温度変化による充填物タンクの変位、特に、ローターに対する変位も低減
するために、フィリグリー又は細い細工の構造として構成される、詳しくは、例えば、同
一の材料又は鋼鉄から成る、有利には、熱膨張係数が出来る限り小さい材料から成る、そ
れぞれ容積が出来る限り小さいが、形状と容積が同一である複数の支持部品から構成され
る。その場合、特に有利な実施構成では、所謂インバー材料を使用することも可能であり
、その主要な特徴は、所定の温度範囲内における温度変化時に、長さが変化しないことで
ある。
【０００７】
　改善構成は、従属請求項に記載されている。以下において、実施例の図面にもとづき、
本発明を詳しく説明する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】充填部品、液体の充填物を収容するリング形状の充填物タンク及び充填物タンク
と充填部品の間の接続パイプ又は充填物用パイプと共に、巡回構造形式の充填機械のロー
ターの一部（ローター区間）を簡単に図示した部分断面図
【図２】充填物用パイプのための固定部品の詳細図
【図３】本発明の別の実施構成によるローター区間及びローター区間に形成されたガス流
路及び／又は真空流路の断面図
【図４】本発明の別の実施構成によるリング形状の充填物タンクのための支持部品の詳細
図
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図面において、符号１は、ボトル２又はそれと同等の容器に液体の充填物を充填するた
めの巡回構造形式の充填機械における垂直な機械軸の周りを巡回駆動可能なローターのリ
ング形状のローター区間を表しており、そのローター区間以外の部分は図示されていない
。図示されている実施構成では、ローター区間１は、垂直な機械軸を同心に包囲する、ほ
ぼ円盤形状のローター部品１．１と、同じく垂直な機械軸を包囲する、ほぼリング形状又
はシリンダ形状のローター部品１．２とから構成されている。
【００１０】
　ローター部品１．２には、それぞれ図示されていないボトルホルダー又は容器ホルダー
と共に、ボトル２に液体の充填物を充填するための充填ステーションが周知の手法により
構成されるとともに、そのために少なくとも一つの排出口を下側に備えた充填部品３が、
一様な角度間隔で分散して配備されている。
【００１１】
　各充填部品３は、専用の充填物用パイプ４を介して、垂直な機械軸を包囲するリング形
状に形成された充填物タンク６の専用の接続ソケット又は出口ソケット５と接続されてお
り、その充填物タンクは、レベルを制御されて液体の充填物で満たされている。
【００１２】
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　図示されている実施構成では、充填物用パイプ４は、ほぼ二つのパイプ区間から構成さ
れている、詳しくは、先ずは、特に、ローター部品１．２を貫通して、各充填部品３内に
形成された液体通路との接続部を構成するパイプ区間４．１から成る。この場合、パイプ
区間４．１は、例えば、スリーブ形状の部品、さもなければ別個の配管として構成するこ
ともでき、例えば、ねじ込み、押込み又は鋳込みによって、ローター部品１．２との固定
部を実現することもできる。
【００１３】
　更に、充填物用パイプは、継手４．３によって取り外し可能な形で図１における下端を
パイプ区間４．１と接続するとともに、そのパイプ端部４．４を収容する出口ソケット５
と繋がるパイプ区間４．２から成る。図示されている実施構成では、パイプ区間４．２に
は、磁気誘導式流量計（ＭＩＤ）の形の流量計７が配備されている、詳しくは、充填物用
パイプ４を介して注入される充填物の量に応じて、付属する充填部品３を制御する、従っ
て、充填プロセスをも制御するために配備されている。パイプ区間４．２は、クイック閉
鎖部として実現された固定部８によって、垂直な機械軸に対して半径方向に延びる支持バ
ー９と固定されている。そのために、支持バーには、側面が開いた窪み１０が設けられて
おり、その窪みにパイプ区間４．２を側面から差し込んで、それと対応する窪み１１が設
けられた閉鎖鉄板１２を用いて閉鎖することができる。支持バー９及び閉鎖鉄板１２は、
ねじ１３を用いて、ローター部品１．２の上縁に固定される。
【００１４】
　更に、ローター区間１には、二つのリング状流路１４と１５が配備されており、それら
の流路は、同じく垂直な機械軸を同心に包囲するとともに、充填プロセス時に必要となる
媒体、例えば、ガス状及び／又は霧状の媒体或いは真空のために設けられている、即ち、
リング状流路１４は、例えば、リターンガス又はスパンガス流路であり、流路１５は、外
気と繋がった減圧流路又は真空流路等である。これらのリング状流路は、ローター部品１
．２内の空洞から部分的に構成された流路区間１６又は１７を介して、充填部品３内の制
御されたガス経路と繋がっている。
【００１５】
　図示されている実施構成では、リング状流路１４は、Ｕ字状の輪郭を持つ鋼鉄から製作
された、輪郭を持つリング又はリング状部品１４．１によって構成されている、詳しくは
、その輪郭の開いた側面が、ローター部品１．２の内面と対向するとともに、そこをロー
ター部品１．２と密閉して溶接されており、その結果、リング状部品１４．１及びロータ
ー部品１．２によって閉鎖されたリング状流路１４が得られる。図示されている実施構成
では、リング状流路１５は、角張った輪郭の鋼鉄板から製作されたリング状部品１５．１
から構成されている。同じく垂直な機械軸を同心に包囲するリング状部品１５．１は、ロ
ーター部品１．１と１．２の間の隅領域において、それらのローター部品１．１と１．２
並びにリング状部材１５．１によって外側に対して閉鎖されたリング状流路１５が固定さ
れるように、ローター区間１に取り付けられて、ローター部品１．１及び１．２と溶接さ
れている。
【００１６】
　充填物タンク６は、支持構造によって、ローター区間１の上方に間隔を開けてローター
区間と固定されている。この支持構造は、フィリグリーとして構成されており、垂直な機
械軸の周りに一様な角度間隔で分散して配備された多くの支持部品１８から構成されてい
る。全ての支持部品１８は、容積が出来る限り小さいが、形状、大きさ及び容積が高い精
度で同一となる形で、即ち、同じ寸法で構成されており、図示されている実施構成では、
鋼鉄板の長方形のブランクから製作され、その両端を折り曲げて支持部品端１８．１と１
８．２が作られており、その結果、各支持部品１８は、広いＵ字形状の輪郭を形成してい
る。支持部品端１８．１と１８．２の自由な周縁部は、それぞれ垂直な機械軸に関して、
半径方向に対して外側の方向を向いている。支持部品１８は、充填物用パイプ４又はパイ
プ区間４．２並びにそこに配備された流量計７と比べて、垂直な機械軸に関して、半径方
向に対して内側にずれており、その結果、充填物タンク６の下方の空間、この場合、特に
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、充填物用パイプ４、流量計７、クイック閉鎖部として構成された固定部８等も、ロータ
ーの円周部の方から問題無くアクセスすることが可能である。
【００１７】
　各支持部品１８の上方の支持部品端１８．１上において、充填物タンク６は、それぞれ
支持台１９上に載る形でそれと固定されている。下方の支持部品端１８．２は、それぞれ
ローター部品１．１と接続されている。
【００１８】
　ここで述べた構成の利点は、液体の充填物と接触する、或いは充填物を移送する部品の
全てが、即ち、特に、各充填部品３内に形成された充填物流路及び液体流路、そこに有る
充填プロセスを制御するためのバルブ、充填物用パイプ４、充填物が貫流する流量計７の
部分又は計測流路、充填物タンク６及び接続ソケット５が、高品質な鋼鉄、例えば、１．
４４０４又は１．４５７１クラスの特殊鋼から構成される一方、それ以外の液体の充填物
と接触しない部品、特に、充填物タンク６及び充填部品３を支持する部品も、リング状流
路１４と１５を構成する部品も、即ち、特に、ローター区間１、固定部８を構成する部品
（支持バー９と閉鎖鉄板１２）及び支持部品１８も、低品質な鋼鉄、例えば、１．４３０
１クラスの鋼鉄から製作されていることである。
【００１９】
　例えば、充填機械において、冷えた状態と熱い充填状態又は熱い媒体による洗浄状態と
の間で起こるような、特に、温度が切り換わる場合でも、支持部品１８の一様な熱膨張を
実現し、それによって、特に、温度変化による充填物タンク６の傾斜を防止するために、
支持部品１８は、同じ材料から製作されるだけでなく、出来る限り小さい容積で形状と容
積を等しくして実現されており、その結果、全ての支持部品１８において、温度変化によ
って生じる変化、特に、支持部品端１８．１と１８．２の間の間隔の変化が、出来る限り
小さくかつ等しくなる。
【００２０】
　充填物を移送する部品又は充填物と接触する部品を高品質な材料から製作するとともに
、充填物を移送しないローターの部品を低品質な材料から製作することによって、特に、
製造コストに関する大幅な削減が得られる。低品質な材料から成る部品が充填物と接触し
ないことが保証されているので、例えば、点食などの腐食の問題も、特に効果的に防止さ
れる。
【００２１】
　異なる材料間における温度変化による異なる長さ変化、特に、支持部品１８と充填物用
パイプ４の間、さもなければローター部品１．２と充填物用パイプ４の間における温度変
化による異なる長さ変化を補償するとともに、系内の温度変化による応力を防止するため
に、充填物用パイプ４のパイプ区間４．２の垂直方向に延びる部分区間が、固定部８内に
おいて軸方向にスライド可能な形で保持されるとともに、その垂直方向に対して上方の自
由端４．４が、軸方向にスライド可能であるが、出口ソケット５内においてシールリング
によって密閉された形で配置されている。
【００２２】
　この実施構成では、パイプ区間４．１と４．２の間及び上端４．４と接続ソケット５の
間の取り外し可能な接続部と、クイック閉鎖部として構成された固定部８とによって、特
に、流量計７と共に、パイプ区間４．２を問題無く交換することが可能である。
【００２３】
　図３は、基本的に、リング状部品１４．１又は１５．１から成る二つのリング状流路１
４及び１５に追加して、リング状流路１５と共にリング状流路の入れ子構成として組み合
わせられた更に別のリング状流路２０が配備されている点がローター区間１と異なるロー
ター区間１ａを簡単な図面で図示している。リング状流路２０は、又もや角張った輪郭の
鋼鉄から製作された、詳しくは、垂直な機械軸を同心に包囲する円環状の辺と、垂直な機
械軸を包囲する円柱状の辺とから成るリング状部品２０．１から構成されている。リング
状部品２０．１は、その自由な周縁部をローター区間１．１又は１．２と溶接されており
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、その結果、リング状部品１５．１と２０．１並びにローター部品１．１と１．２によっ
て境界を画定されたリング状流路２０が形成されている。同様に、その流路は、少なくと
も部分的にローター区間１．２の空洞によって形成された流路区間２１を介して、各充填
部品３内に形成された、例えば、制御された少なくとも一つのガス経路と繋がっている。
リング状流路２０も、同じく液体の充填物用の流路としての役割ではなく、充填プロセス
時に使用されるガス状又は霧状の媒体又は真空用の流路としての役割を果たす。リング状
部品２０．１は、充填物を移送する部品と比べて品質の劣る鋼鉄から製作される。
【００２４】
　図４は、充填物タンク６を支持する支持部品２２と共に、ローター又はローター区間１
ｂを非常に模式的な図面で再度図示している。多くの同じ形状の支持部品と共に配備され
た支持部品２２は、柱状又は棒状に実現されており、その下端がローター区間１ｂと接続
され、その上端が支持アーム２３の一方の端部と接続されており、支持アームの他方の端
部は、充填物タンク６と固定されている。全ての支持部品２２は、同じ軸方向の長さと同
じ直径を有する、即ち、大きさ、形状及び容積、並びに使用する材料に関して同一である
。従って、温度変化時において、支持部品２２に関して一様な熱膨張が得られ、そのため
、充填物タンク及び／又は別の機能部品と繋がる充填物用パイプの傾斜及び／又は膠着を
起こすこと無く、温度変化に応じた充填物タンク６の一様な上昇と下降が実現される。
【００２５】
　更に、図４には、低品質な材料又は鋼鉄から中空の輪郭を持つ形で製作されたリング状
部品２４．１から成るリング状パイプ２４も図示されている。
【００２６】
　前述した通り、本発明を実施例にもとづき説明した。本発明がベースとする技術思想か
ら逸脱すること無く、多くの変更及び修正が可能であることは明らかである。
【００２７】
　即ち、各ローター又はローター区間１，１ｂ及びその他の機能部品に対して相対的な、
特に、充填物用パイプ４に対しても相対的な充填物タンク６の温度変化による変位を低減
するために、特に、充填物タンク６用の支持部品１８又は２２を出来る限り小さい熱膨張
係数を有する材料又は金属から製作することも可能である。
【符号の説明】
【００２８】
　　１，１ａ，１ｂ　　ローター区間
　　１．１，１．２　　ローター部品
　　２　　ボトル
　　３　　充填部品
　　４　　充填物用パイプ
　　４．１，４．２　　充填物用パイプのパイプ区間
　　４．３　　取り外し可能な接続部
　　４．４　　充填物用パイプの端部
　　５　　接続ソケット
　　６　　充填物タンク
　　７　　流量計
　　８　　固定部
　　９　　支持バー
　１０　　窪み
　１１　　窪み
　１２　　閉鎖鉄板
　１３　　ねじ
　１４，１５　　リング状流路
　１４．１，１５．１　　リング状部品
　１６，１７　　流路区間
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　１８　　支持部品
　１８．１，１８．２　　支持部品端
　１９　　台
　２０　　リング状流路
　２０．１　　リング状部品
　２１　　流路区間
　２２　　支持部品
　２３　　支持アーム

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】
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